
橿原市ver

　ホームページ
(かしはらのちず)

　ホームページ
(かしはらのちず)

建築基準法第４３条第２項各号の規定

具体的な内容については、窓口へお問い合わせください。
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橿原市内では、最低限度を定めておりません。

で検索できます。
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で検索できます。

橿原市告示第１７号を
ご確認ください。

P2



橿原市内の第1種低層住居専用地域の全地域が“１０ｍ”となります。

緩和措置については、窓口へお問い合わせください。
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で検索できます。



詳細は、窓口へお問い合わせください。

市街化調整区域の建築行為については、
奈良県の担当する窓口へお問い合わせください。

詳細は、窓口へお問い合わせください。

橿原市内では、建築協定はありません。
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